
令和７年度 大阪府大阪市北部保健医療協議会 議事概要 
 

 

 

日   時 ： 令和８年２月４日（水） 14時から 15時 50分 

開催場所 ： 中央区民センター ホール 

出席委員 ： 委員総数 32名のうち 24名出席（定足数 17名であるため有効に成立） 

（本出委員、柏井委員、矢木委員、小川委員、辻（正）委員、村上委員、岡田委員、 

松井委員、三宅委員、田路委員、上田委員、横田委員、岩岸委員、三前委員、 

長井委員、志手委員、辻（大）委員、佐藤委員、藤原委員、倉井委員、加納委員、 

荒木委員、犬塚委員、廣川委員） 

 

 

■議題 1 令和７年度「地域医療構想」の取組と進捗状況 
    資料に基づき、大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課から説明。説明後、質疑応答。 

 

 

 

 

 

 

＜質問・意見等＞ 

質問・意見は、特になし。 

 

 

■議題２ 令和７年度大阪市二次医療圏における各病院の今後の方向性 
資料に基づき、大阪市健康局から説明。説明後、質疑応答。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜質問・意見等＞ 

【各病院の対応方針（病院プランにおける 2026 年に検討している病床機能等）】 

  （医誠会国際総合病院への意見等） 

〇NICUへの転換などの計画については取り下げられ、昨年度から変更はあるが、これまで継続協議と  

なっている過剰病床への転換を伴う転換計画は地域医療構想の根幹にかかわる内容であるにもか 

かわらず、特に改善がなされていないため、引き続き、議論が必要である。 

   〇継続協議となっているが、府からの文書による要請は毎年なされているのか。地域医療構想の方向  

性にあった役割を果たしていただくため、毎年度文書による指導をお願いしたい。 

【資料 1-1】 令和７年度「地域医療構想」の進捗と医療体制の状況（大阪府・大阪市二次医療圏） 

【資料 1-2】 大阪市二次医療圏における課題や取組状況等に係る各医療機関の回答 

【参考資料 1】 過剰な病床の状況 

【参考資料 2】 医療法上の過剰な病床の状況 

【参考資料 3】 地域医療構想に関する各種データのＨＰ公表について 

【資料 2-1】 令和７年度病院プラン結果概要（大阪府・大阪市二次医療圏） 

【資料 2-2】 令和７年度病院プラン結果概要（医療機関別）（大阪市北部基本保健医療圏） 

【資料 2-3】 令和７年度病院プラン医療機関別一覧（大阪市北部基本保健医療圏） 

【資料 2-4】 非稼働病床の現況について（大阪市北部基本保健医療圏） 

【資料 2-5】 令和７年度大阪府大阪市病院連絡会結果（概要） 

【資料 2-5（別添）】令和 7年度大阪府大阪市病院連絡会参加率と病院プラン提出状況 

【資料 2-6】 令和７年度大阪府大阪市医療・病床懇話会における主な意見（概要） 

【参考資料 4】 病床機能の再編支援事業・重点支援区域について 

【参考資料 4（別紙）】令和７年度病床機能再編支援事業の実施について（申請病院一覧） 

【参考資料 5】 令和６年度病床機能報告結果（有床診療所の報告状況） 

【参考資料 5（別紙）】令和６年度病床機能報告結果（大阪市二次医療圏有床診療所の報告状況） 



〇ここ数年、北区の病院の救急搬送件数が減少しているが、医誠会国際総合病院の移転の影響はあ   

るのか、救急搬送数の推移等を示していただきたい。 

 

【病床機能再編支援事業申請医療機関】 

質問・意見は、特になし（申請医療機関なし）。 

 

 

■議題３ 紹介受診重点医療機関の選定について 
資料に基づき、大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課・大阪市健康局から説明。説明

後、質疑応答の上、紹介受診重点医療機関（案）の選定にかかる協議方針、紹介受診重点医療機

関（案）の選定について協議。 

 

 

 

 

＜１ 質問・意見等＞ 

【紹介受診重点医療機関（案）の選定にかかる協議方針】 

    質問・意見は、特になし。 

 

【紹介受診重点医療機関（案）の選定】 

   質問・意見は、特になし。 

 

＜２ 協議結果＞ 

【協議方針】 

・協議方針について、事務局案のとおりとすることとなった。 

 

【紹介受診重点医療機関（案）の選定】 

・大阪市立総合医療センター、大阪市立十三市民病院、宗教法人在日本南プレスビテリアンミッショ

ン淀川キリスト教病院、公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院、社会福祉法人恩賜財団

済生会支部大阪府済生会中津病院、一般財団法人住友病院、大阪回生病院、医療法人医誠会

医誠会国際総合病院、新大阪バスキュラーアクセス日野クリニックについて、紹介受診重点医療

機関（案）として選定することとなった。 

 

 

■議題４ 地域医療への協力に関する意向書等の提出状況 
資料に基づき、大阪市健康局から説明。説明後、質疑応答。 

 

 

 

 

 

 

 

＜質問・意見等＞ 

質問・意見は、特になし。 

 

 

 

【資料 3-1】 紹介受診重点医療機関の選定について（大阪市二次医療圏） 

【資料 3-2】 令和７年度外来機能報告等 医療機関別報告状況（大阪市北部基本保健医療圏） 

【資料 4-1】 地域医療への協力に関する意向書提出状況（大阪市二次医療圏 診療所新規・既存開設者） 

【資料 4-1（別添）】 〈医療機関別回答一覧〉地域医療への協力に関する意向書提出状況（大阪市北部基本保健

医療圏 診療所新規・既存開設者） 

【資料 4-2】 医療機器の共同利用に関する意向書提出状況（大阪市二次医療圏 医療機器新規購入・更新者） 

【資料 4-2（別添）】 〈医療機関別回答一覧〉医療機器の共同利用に関する意向書提出状況（大阪市北部基本保

健医療圏 医療機器新規購入・更新者） 



■議題５ 第 8次大阪府医療計画における取組状況の評価について 

資料に基づき、大阪市健康局から説明。説明後、質疑応答。 

 

 

 

 

＜１ 質問・意見等＞ 

【在宅医療】 

 （質問） 

・大阪市立弘済院附属病院が再編統合され、新病院となった際、認知症施策においてどのような位 

置づけとなるのか。また、新たに大阪市北エリアの認知症疾患医療センターを選定するのか。 

 （大阪市の回答） 

  ・新病院では、認知症に関する機能を継続し、開院当初から認知症疾患医療センターの機能を担って 

いくよう調整している。 

大阪市北エリアにおいても、地域型と連携型の認知症疾患医療センターを設置していきたいと考え 

ている。 

 
＜２ 協議結果＞ 

【積極的医療機関】 
    ・「積極的役割を担う医療機関一覧」について、異議なしとされた。 

 

 

■議題６ 地域医療連携推進法人の認定等について 
（１）地域医療連携推進法人の認定 

資料に基づき、大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課、一般社団法人大阪市北部

東部メディケアネットから説明。説明後、質疑応答。 

 

 

 

 

＜1 質問・意見等＞ 

      質問・意見は、特になし。 

 

＜２ 協議結果＞ 

【地域医療連携推進法人の認定について】 

・地域医療連携推進法人の認定については、「申請法人は、保健医療協議会の求めに応じ、その活動

状況等を報告すること」を条件とし、異議なしとされた。 

 

  （２）地域医療連携推進法人内における病床融通 

      資料に基づき、大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課、地域医療連携推進法人な

にわメディカルネットワークから説明。説明後、質疑応答。 

 

 
＜1 質問・意見等＞ 

      質問・意見は、特になし。 

 

＜２ 協議結果＞ 

【地域医療連携推進法人内の病床融通について】 

・地域医療連携推進法人内の病床融通については、異議なしとされた。 

 

 

【資料 5-1】 第８次大阪府医療計画 PDCA進捗管理（大阪市二次医療圏） 

【資料 5-2】 積極的役割を担う医療機関一覧（大阪市北部基本保健医療圏） 

【資料 5-3】 令和 7年度大阪府大阪市在宅医療懇話会における主な意見（概要） 

【資料６-１】 医療法第 70条の２の規定による地域医療連携推進法人の認定申請にかかる「医療連携推進

方針」に対する意見について 

【参考資料６】地域医療連携推進法人 令和６年度事業報告（概要）（大阪市北部基本保健医療圏） 

【資料６-２】 地域医療連携推進法人制度及び病床特例要件について 



■議題７ 人生会議（ACP）に基づく心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者に対する救急隊の

活動要領 

資料に基づき、大阪市消防局から説明。説明後、質疑応答。 

 

 

 

 

＜質問・意見等＞ 

 （質問） 

〇住民へはどのように周知がなされるのか教えていただきたい。 

 （大阪市の回答） 

  〇様々な場で説明するとともに、ホームページへの掲載も予定している。 

 

 （意見等） 

〇ACPに関しては、誰が作成に加わったのかも含め、きちんと明文化しておかないと、助けられる 

命が助けられなくなってしまう。地域で社会資源が異なるため、医療・介護従事者、消防署、町 

会と連携し、各区で取組を進めていく必要がある。 

〇人生の最終段階の看取りに関しては、医療と介護の連携が重要であるため、介護支援専門員にも 

情報提供いただきたい。 

 （大阪市の回答） 

  〇ACP については、在宅医療・介護連携推進事業や連携拠点事業で取り組んでおり、各区での取組が

進むよう支援してまいりたい。 

 （大阪府の回答） 

  〇ACP については、医療・介護関係者や患者とその家族に ACP（人生会議）を理解いただき、話し合い

をしていただけるような研修会を実施しており、引き続き取組を続けてまいりたい。 

【資料７】 人生会議（ACP）に基づく心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者に対する救急隊の活動要領につ

いて 


